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Ⅰ．はじめに ― 提言を取りまとめる背景 

日本に在留する外国人は約 396 万人（2025 年６月末）、外国人労働者数は約

230 万人（2024 年 10 月末）と、ともに過去最高を更新した。すでに外国人は日

本の経済社会を支える一員となっており、在留外国人の増加ペースは一段と加

速している。 

こうした中、世界各国が成長分野を中心に産業競争力を強化しており、国際

的な人材獲得競争は一層激化している。 

他方で、一部の外国人による違法行為、ルールからの逸脱に対して国民の不

安や不公平感が生じている側面があり、外国人政策をめぐる社会的な関心は一

層高まっている。2025 年夏に行われた参議院選挙等においても、外国人政策が

主要な争点の一つとして取り上げられたが、一部では事実に基づかない議論も

みられた。今後は有為な外国人の秩序ある受入れの必要性を示しつつも、社会

の分断を招かないよう、エビデンスに基づき制度の適正化と中長期的な社会統

合を進めることが課題であり、日本の外国人政策は大きな転換期を迎えている。 

政府は、2024 年６月に出入国管理及び難民認定法（以下、「入管法」）等を改

正し、現行の技能実習制度を発展的に解消する育成就労制度を創設した。これ

により、育成就労から特定技能への道筋が一層明確化され、中長期にわたり日

本で活躍する外国人の増加が見込まれる。また、今後５年間の出入国在留管理

の基本的な方針を示す「出入国在留管理基本計画」の新たな策定や、本年 11 月

に改組された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」

において、外国人政策に関する基本的な考え方や取り組みの方向性を議論する

こととしている。 

本提言は、こうした状況や政府の動きを踏まえ、わが国の産業競争力の強化

や中長期的な社会統合の実現を図る観点から、次期出入国在留管理基本計画の

ターゲットとなる 2030 年頃を見据えた外国人政策1の在り方を提示する。 

 
1 本提言における外国人政策は、主に社会統合施策や在留資格の適正化に焦点をあてる。 
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Ⅱ．基本的考え方 

１．中長期ビジョン ― あるべき社会像 

経団連の中長期ビジョン「FUTURE DESIGN 2040」（2024 年 12 月公表）では、

日本社会の目指すべき姿の一つとして、世界各国から優れた才能や技能・新し

い価値観を持った人材が集まり、活躍することで、イノベーションと社会課題

の解決が加速し、産業競争力の強化と持続的な成長につながることを示した。 

国際的な人材獲得競争が一層激化している中において、こうしたあるべき社

会像の実現に向けた施策を講じ、成長と分配の好循環を実現し、有為な人材か

ら「選ばれる国」となることを目指すべきである。 

 

２．ビジョン実現に向けた３原則の順守 

上記のビジョンを実現するためには、政府はじめ関係各所が様々な政策・取

り組みを検討・展開するうえで、以下の３原則を順守することが重要となる2（図

表１）。 

一つ目は、「受入」から「戦略的誘致」への発想の転換である。外国人の受入

れは、日本のあるべき社会像を見据え、求める人材のターゲットを明確に定め、

地域の受入れ環境を踏まえ、質と人数の両面で十分にコントロールされた秩序

あるものとしなければならない。 

二つ目は、包摂社会の実現である。民主主義や自由主義、日本の文化・慣習

等を含め、日本社会の基本的な価値観を共有した上で、多様な考え方を互いに

尊重し合う包摂的な環境を整備することで、社会の分断を生まないための基盤

を構築していく必要がある。 

三つ目は、ライフコース全体を考えた政策形成である。近年、中長期で日本

に在留する外国人は増加傾向にある。こうした中で、外国人も日本人と同様に、

就学、就職、結婚・出産・子育て、親族の介護、退職等を経て、余生を過ごす

 
2 前回提言「Innovating Migration Policies―2030 年に向けた外国人政策のあり方―」

（2022 年２月）では、①「受入」から「戦略的誘致」へ、②ダイバーシティ＆インクルー

ジョン（Ⅾ＆Ｉ）、③ライフサイクルを通じた支援の３原則を示した。本提言の３原則は、

基本的に前回提言を踏襲している。 
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ライフコースを日本で歩むこととなる。今後は定住する在留外国人の増加も視

野に入れ、外国人個人のライフコース全体を俯瞰した、「面的」な政策を検討・

立案・実施する必要がある。 

 

【図表１：ビジョン実現に向けた外国人政策の３原則】 

 

 

３．ビジョン実現に向けた視点 

近年の外国人政策をめぐる状況を踏まえれば、上記の３原則に加えて、次の

視点についても考慮していく必要がある。 

 

① エビデンスに基づいた透明性の高い政策形成 

外国人の受入れは個々人によって考えが大きく異なる傾向にあり、政策形成

にあたっては、エビデンスに基づいた客観的な説明が求められる。根拠となる

データの公表やプロセスの可視化、政策の事後検証を行い、ＰＤＣＡを適切に

回すことで、政策に対する納得性を高めていくことが不可欠である3。 

 

②政策の国際的なベンチマーキング 

国際的な人材獲得競争は一層激化している。実際、マンパワーグループの調

 
3 英国では、内務省が所管する経済学者が中心で構成される Migration Advisory 

Committee（ＭＡＣ）を設置し、移民制度に関するエビデンスに基づく助言を政府に提供し

ている。 



 

 

4 

査によれば、日本の雇用主の約４人に３人（77%）が「必要なスキルを持つ人材

の確保が困難」と回答しており、各国においても同様に人手不足の課題に直面

している（図表２）。 

こうした中にあっては、日本が他国と比較しても魅力的な国となり、有為な

人材を戦略的に誘致できる環境の整備が必要である。そのためには、競合国に

おける外国人政策の推進体制や在留資格、税制、社会統合政策等をベンチマー

キングしつつ、日本社会に適した政策を立案していくことが求められる。 

 

【図表２：人材不足に関する調査】 

 

（出所）マンパワーグループ「2025 年人材不足に関する調査」より経団連事務局作成 

 

③国民理解の醸成 

外国人の適切な受入れや実態把握、受入れ後の環境整備等を通じて、国民の

安心や納得感を高め、国民理解を醸成していくことが欠かせない。 

多くの外国人労働者が日本の経済社会を支えている一方で、一部で日常生活

におけるトラブルや、観光客を含めルールやマナーを守らない外国人に関する

報道がなされており、外国人の受入れに対する国民の不安や不公平感が高まる

要因となっている。こうした状況を踏まえ、政府は、2025 年５月に「国民の安
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全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」4を策定・実行している。 

まずは、受入れの適正化を徹底し、違法行為等については迅速かつ着実に対

処していくことが不可欠である。その上で、社会の分断や排他的な風潮を生ま

ないよう、様々な機会を通じて国民理解の醸成に向けた広報を積極的に行うこ

とが重要である。 

 

Ⅲ．受入れ環境の整備（制度横断的な施策） 

ＯＥＣＤ諸国における外国人住民の比率の平均は 10％を超えている5なか、

日本の総人口に占める在留外国人の割合は約３％にとどまる（図表３）。他方で、

在留外国人の増加ペースは、国立社会保障・人口問題研究所6の推計では年間

16.5 万人の増加（2022 年～2025 年）としていたものの、2022 年以降の実績値

は年間 30 万人を超えている。加えて、一部の基礎自治体では、すでに外国人比

率が 10％を超える地域もみられる（図表４）。 

これまで外国人は一時的な受入れであるという政府方針の下で受入れを行っ

てきたが、永住者や中長期的に日本で活躍する外国人は着実に増加している。

こうした中、長期で在留する外国人の増加も視野に入れた施策を検討していく

必要がある。その際は、各地域の実情を踏まえ、適切な外国人の受入れ環境を

早急に整備していくことが求められる。 

 

  

 
4 出入国在留管理庁より、ルールを守らない外国人により国民の安全・安心が脅かされて

いる社会情勢に鑑み、不法滞在者ゼロを目指し、外国人と安心して暮らせる共生社会を実

現する「入国管理」、「在留管理・難民審査」、「出国・送還」の３つの段階に分け、各段階

における具体的な対応策を示したもの。 
5 ＯＥＣＤ「International Migration Outlook 2024」より。2023 年におけるＯＥＣＤ諸

国全体の平均は 11.0％、OECD各国の率でみた単純平均は 14.7％。 
6 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」より。 
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【図表３：ＯＥＣＤ諸国における外国人住民の比率】 

 

（出所）「OECD International Migration Database,Eurostat,UNDESA.」より経団連事務局作成 

 

【図表４：外国人住民比率が 10％を超える基礎自治体】 

 
（出所）総務省「令和 7 年 1 月 1 日住民基本台帳人口・世帯数、令和 6 年（1 月 1 日から同年

12 月 31 日まで）人口動態（市区町村別）（総計）」より経団連事務局作成 

 

１．基本理念の制定と政府の推進体制の構築 

あるべき社会像の実現に向けて、まず必要となるのは、外国人政策に関する

基本理念・基本法の制定である。日本では、入管法や出入国在留管理に関する

基本計画、共生社会のビジョンやその実現に向けた中長期的な施策等を示す「外

国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」、社会統合等に向けた短期的

な施策である「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」、「外国人雇用

管理指針」等は存在している。他方で、これらに通底する基本理念や基本法は
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未だ不在である。 

政府は、外国人の受入環境整備に関する企画・立案と総合調整を行うことを

目的として 2019 年に出入国在留管理庁を設置した。さらに、2025 年７月には、

外国人施策の司令塔となる事務局組織として、「外国人との秩序ある共生社会

推進室」を内閣官房に設置、11 月には外国人政策に関する関係閣僚会議を改組

し7、出入国在留管理の一層の適正化、外国人の社会保険料等の未納付防止、外

国人による土地等の取得を含む国土の適切な利用・管理等への対応に省庁横断

的に取り組むこととしている。現下の状況を踏まえた対応の強化を図る観点か

ら、こうした動きは一定の評価ができる。 

他方で、現在の外国人政策にかかる統治機構については、真に実効性があり、

政治の強いリーダーシップが発揮できる体制が求められる。現状においては、

法務省設置法のなかで法務省（出入国在留管理庁）が外国人の受入れ環境整備

に関する総合調整機能を果たすこととされている。あるべき体制として、たと

えば、外国人政策に関連する様々な法制度・施策に通底する基礎的な理念を示

す基本法のなかで、外国人政策に関する本部（本部長：内閣総理大臣）を位置

づけ、内閣府特命担当大臣と常設の専門部署が各省庁との調整や施策の取りま

とめを行う（図表５）。その上で、国がライフコース全体をみすえた外国人政策

の明確なビジョンを示し、そこからバックキャストして、出入国・在留管理、

雇用、教育、社会統合等の政策を省庁横断的に推進していく姿が考えられる。

その際、外国人政策に関する各省庁の施策や補助金等を一覧化したポータルサ

イトを政府のホームページに設けるべきである。 

  

 
7 2025 年 11 月４日に「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」を「外国人の受入

れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」に改組。 
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【図表５：外国人政策の推進体制（イメージ）】 

 
（出所）首相官邸「外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について」等より経団

連事務局作成 

 

２．中長期的な社会統合  

近年、日本に在留する外国人の在留資格や国籍は多様化している。たとえば、

10 年前と比較すると、国籍・地域別では、ベトナムやネパール、インドネシア

といった国々の増加が顕著となっており、在留資格別では、「技術・人文知識・

国際業務」「技能実習」「留学」「特定技能」のほか、「家族滞在」がとくに増加

している（図表６）。こうした状況を踏まえれば、異なるバックグラウンドを考

慮しつつ、ライフコース全般を見据えてシームレスな社会統合施策を推進して

いく必要がある。 

  



 

 

9 

【図表６：在留外国人の構成比の変化】 

① 国籍・地域別 

 

 

② 在留資格別 

 
（出所）出入国在留管理庁「在留外国人統計」より経団連事務局作成 

 

他方、社会統合施策の取り組み状況には基礎自治体間で差が生じている。総

務省の多文化共生の推進に係る指針・計画の策定状況等に関する調査では、基

礎自治体の外国人住民の割合が高くなるほど、多文化共生推進に係る指針・計

画等の策定率が高い。一方で、同程度の外国人人口割合の基礎自治体間でも、
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多文化共生施策の取組状況には差がある状況となっている（図表７）8。 

以下に掲げる社会統合に向けた施策について、国がリーダーシップを発揮し、

地方自治体9への必要な支援を講じていく必要がある。その上で、国・地方自治

体・企業・ＮＰＯ／ＮＧＯ等の地域に根差した支援団体等、多様なステークホ

ルダーの役割分担を明確化すべきである。併せて、受入れ環境の整備状況や日

本の魅力とともに社会規範等への認知度を高める戦略的な広報の展開が求めら

れる。 

 

【図表７：外国人人口割合別の基礎自治体の多文化共生推進施策 68 項目への

取組数（平均実施取組数）】 

 

（注）68 項目に及ぶ多文化共生の推進に係る取組について、それぞれ実施の有無を調査し、

基礎自治体の外国人人口割合別に平均値、最高値、最低値を集計したもの。たとえば、

外国人人口割合が５％以上の基礎自治体では、取組数の平均は 28.5、最も多い自治体

では 60 の取組を実施している一方、取組数が 0 の自治体もあることを示している。 

（出所）総務省「令和６年度地域における多文化共生推進状況等調査について」より経団連事

務局作成 

 

 
8 総務省「令和６年度地域における多文化共生推進状況等調査について」より。調査期間

は 2024 年 8 月 30 日～10 月 16 日、調査対象は全 47 都道府県及び全 1741 市区町村（回収

率 100.0%）。 
9 本提言において、「地方自治体」は広域自治体（都道府県）と基礎自治体を指す。 
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（１）生活環境の整備 

行政手続や日常生活に関する情報に円滑にアクセスできる環境の整備は、外

国人が日本で安心して生活するための基盤となる。とりわけ、言語の壁による

情報格差の解消が重要である。 

出入国在留管理庁の「令和６年度在留外国人に対する基礎調査」では、公的

機関が発信する情報を入手する際の困りごととして、「多言語での情報発信が

少ない」（17.0％）、「やさしい日本語での情報発信が少ない」（9.1％）との回答

割合は前回調査より改善しているものの、依然として上位にある。 

まずは、英語を母語としない外国人が理解しやすく、コミュニケーションの

手段として有効な「やさしい日本語」の積極的な普及が必要である。出入国在

留管理庁が提供する研修教材や動画、「やさしい日本語書き換えツール」等を活

用し、「やさしい日本語」の標準化を進める必要がある。併せて、職員向けの研

修や、企業や日本人の「やさしい日本語」への理解を深めていくべきである。 

その上で、在留手続、雇用、医療・福祉、出産・子育て、子どもの教育、災

害対応等の行政サービスの多言語対応を優先度の高い項目から推進し、迅速か

つ効率的で質の高い情報発信ができる体制を整備すべきである。 

さらに、行政サービスの多言語対応の観点からは、「やさしい日本語」に加え

て、「やさしい英語」の普及・促進にも努めていくべきである。 

なお、これらの取り組みの推進にあたっては、ＡＩ等のデジタル技術も最大

限活用し、国や地方自治体職員の負担を軽減することが求められる。 

 

（２）ライフコースに沿った日本語教育・学習支援、文化・社会理解の推進 

日本語能力は、在留資格の種類を問わず、外国人が日本社会の一員として自

立・共生していくための基盤となる。行政手続や医療、教育、職場、地域コミ

ュニティ等のあらゆる場面で日本語による意思疎通が求められることを踏まえ

れば、外国人の日本語能力の習得支援は、単なる言語学習にとどまらず、社会

統合の中核をなす施策として位置づけられる。 

他方で、シチュエーションごとに必要な日本語能力は異なる。政府は、日本
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語教育の質を確保する観点から、2023 年５月に「日本語教育の適正かつ確実な

実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」（以降、「日本語教育

機関認定法」）を成立させ、2024 年４月より、認定日本語教育機関や登録日本

語教員の制度を開始した。 

日本語学習は４種類に大別できる。まず、認定日本語教育機関は、「留学」「就

労」「生活」の３つの課程分野に分かれている。これらに加えて、帯同家族の子

ども等を想定した初等中等教育における「学習のための日本語」がある。それ

ぞれの分類によって、教育・学習支援の担い手や求められる日本語能力・水準、

教育・学習支援方法は異なるため、分類ごとに施策を検討する必要がある。 

 

① 日本語教育の環境整備 

2024 年４月より、日本語教育機関認定法が施行されたものの、現状におい

て認定日本語教育機関と登録日本語教員の認定数は限定的である10。まずは、

「留学」「就労」「生活」それぞれの認定数の拡大に向けて、政府は認定日本語

教育機関や登録日本語教員の増加、事前相談等による日本語教育機関への申請

支援、日本語教員の待遇向上等を図ることが求められる11。 

また、各地域のニーズに対応した日本語教育も求められる。政府は認定日本

語教育機関と企業、地方自治体、大学・専門学校等が連携し、外国人を雇用す

る企業等からのニーズに応じて日本語教育を提供する事業（認定日本語教育機

関活用促進事業）を実施している。まずは、こうした事業を通じて、各地域の

ニーズに沿った日本語教育を提供するモデルの確立が求められる。その際、オ

ンライン教材等デジタル技術を活用した日本語学習支援を行う仕組みを組み

込み、日本語教育機会の地域間格差を是正していくべきである。 

併せて、来日前の早い段階で「日本」に関心を持ってもらい、日本語や文化

 
10 2025 年 11 月１日時点における認定数は、「留学」分野は 61 校、「就労」分野は３校、「生

活」分野は 0 校。2025 年９月 19日時点の登録日本語教員は 10,143 名。 
11 2029 年３月までは、日本語教育機関（法務省告示校）において引き続き日本語教育を実

施することが認められる経過措置を設けている。 
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を学ぶ機会を提供することが肝要である。国際交流基金の調査（2024 年度）12

によれば、143 の国・地域で日本語教育の実施が確認されており、海外におけ

る日本語教育機関数、教師数、学習者数はともに過去最多を更新した（図表８）。

日本語学習の目的・理由をみると、前回調査（2021 年度）に比べて、アニメや

漫画等のコンテンツへの興味が引き続きトップとなっているほか、日本への留

学や将来の就職のポイントが上昇している（図表９）。こうした傾向も踏まえ

つつ、国は受入れのターゲットとなる国・地域において、日本語教育や学習機

会の提供に必要な体制を整備していくべきである。 

 

【図表８：海外における日本語教育機関数・教師数・学習者数の推移】 

 

（出所）国際交流基金「海外日本語教育機関調査」より経団連事務局作成 

 

  

 
12 国際交流基金「海外日本語教育機関調査」より。 
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【図表９：日本語学習の目的・理由】 

 

（出所）国際交流基金「海外日本語教育機関調査」より経団連事務局作成 

 

② 初等中等教育段階における日本語教育 

文科省の調査（2023 年度）では、全国の公立学校において、日本語指導が必

要な児童生徒は約７万人であり、過去 10 年間で約２倍となっている13。多くの

地域での日本語教育・学習支援の現状はボランティア等に委ねられており、予

算・人員の持続可能性、教育・学習支援の質の担保に課題が残る。 

また、同調査では、日本語指導が必要な児童・生徒の進路をたどると、高校

等へ進学できたとしても、中途退学率は 8.5％と、日本人を含む全生徒（1.1％）

の 7.7 倍となっている。さらに、卒業後の非正規雇用率は 38.6％と、日本人を

含む全生徒（3.1％）の 12.5 倍となり、「学習のための日本語」の支援の遅れが

格差の固定化につながっている側面がみられる。 

初等中等教育段階における日本語教育の支援体制が確立されれば、日本人お

 
13 文科省「日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況等に関する調査(令和 5年度)」より。 
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よび日本語習得の進んだ外国人児童・生徒への指導や支援にリソースを割くこ

とができ、教育全体の質の向上に資する。一方で、支援体制の構築が不十分と

なれば、経済的に自立できない若者が増加し、行政コストが増大する要因とな

る。初等中等教育段階における日本語教育の受け皿を早急に整備するとともに、

地域の関係団体や企業等が必要な支援を行うことが求められる。 

こうした中、日本語教育の形態の一つとして、通常授業とは別で一時的に児

童生徒に対して日本語学習を行う「取り出し指導」が存在する。他方で、現行

制度上、「特別の教育課程」として取り出し指導を実施する場合、主たる指導者

は、常勤・非常勤を含む教員（教員免許状保有者）でなければならず、教員の

負担は大きくなっている14。実際に、文科省の調査15では、日本語指導に関する

特段の体制整備を行っていないと回答した地方自治体は 814 あり、このうち、

「指導できる人員が不足している」との回答は 193（23.7％）、「予算が不足し

ている」との回答は 112（13.8％）あった。日本語教育の現場において真に求

められていることは、形式的な免許の有無ではなく、児童生徒に対して日本語

を効果的に教えられるスキルである。 

そこで、民間人材等に対し、特別免許状を積極的かつ速やかに与えて教員化

することや、主たる指導者を必ずしも教員に限定しない柔軟な運用を検討すべ

きである16。 

さらに、これまでは、在留外国人は一時的な受入れであり、帯同家族を含め

中長期的な在留を前提としてこなかった。そのため、学校教育の義務化に関す

る本格的な検討は進んでいない。他方で、長期滞在者が増加しているなか、中

長期での在留を前提とした学齢相当の外国籍の子どもは増加しており、不就学

 
14 教員免許保有者のうち、主に日本語指導を行う日本語指導担当教員が位置づけられてい

る。 
15 文科省「日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況等に関する調査(令和 5年度)」より。 
16 米国や英国、カナダ、オーストラリア等では、英語を母語としない人に英語を教えるＥ

ＳＬ（English as a Second Language）を専門とする教員資格が整備されている。こうし

た例を参考に、日本語を母語としない人に日本語を教えるＪＳＬ（Japanese as a Second 

Language）を専門とする教員免許の枠組みを創設することも考えられる。 
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の子どもも多く存在している17。中長期的には、全ての子どもが義務教育を受け

られるよう、外国籍の子どもの教育のあり方について、国や地方自治体の支援

体制の強化の観点から、法的な措置も含めて検討する時期に来ている18。 

併せて、初等中等教育段階においては、外国籍・日本人児童生徒双方に対す

る異文化理解教育を推進し、共生社会の基盤を形成していくべきである。 

 

③ 日本語能力を測る試験の改善 

日本語能力を測る試験制度の改善も急がれる。現状、20 種類以上の日本語能

力評価・試験が存在しているものの、「読む」「聞く」「書く」「話す」といった

能力を総合的に測定する試験は限定的である。とりわけ、受験者数が最も多く、

広く認知されている日本語能力試験（ＪＬＰＴ）は、「書く」「話す」能力を測

定していないことに加えて、試験回数は年２回のみとなっている。 

国は、「日本語教育の参照枠」19に基づき、日本語レベルの見える化を推進す

ることで、国内外で共通に評価される試験・評価体系を確立することが求めら

れる。その上で、総合的な能力を測ることが可能な試験の構築や受験機会の拡

大に向けて、必要な支援措置を講じるべきである。たとえば、日本語能力試験

（ＪＬＰＴ）について、受験機会の拡大や申込受付期間の延長20、測定する能力

の見直しを検討するよう国が働きかけるべきである21。 

 
17 文科省「外国人の子供の就学状況等調査」令和６年度調査結果によると、住民基本台帳

上の外国人の子どもは 163,358 人。このうち、就学者数は 150,031 人、不就学の可能性が

あると考えられる数は 8,432 人。 
18 日本においては、外国人の子の保護者に対する就学義務は課されておらず、公立の義務

教育諸学校へ就学を希望する場合には、国際人権規約等も踏まえ、日本人児童生徒と同様

に無償で受入れている。 
19 「日本語教育の参照枠」とは、ＣＥＦＲ（ヨーロッパ言語共通参照枠）を参考に、日本

語の習得段階に応じて求められる日本語教育の内容・方法を明らかにし、外国人等が適切

な日本語教育を継続的に受けられるようにするため、日本語教育に関わる全ての者が参照

できる日本語教育、教授、評価のための枠組み（文化庁）。 
20 2025 年の申込受付期間は、第１回試験（７月６日）は 3 月 18 日～4 月 8 日まで、第２

回試験（12 月７日）は 8 月 18 日～9 月 8 日までであり、約３か月前が締切。 
21ＪＬＰＴの試験回数は年２回であることに対して、国際交流基金日本語基礎テスト（JFT-

Basic）はコンピューター・ベースト・テスティング（ＣＢＴ）方式で試験回数を多くして

いる。他方で、同テストの測定対象は、特定技能１号で求められる日本語教育の参照枠Ａ

２レベルのみである。特定技能２号で求められるＢ１レベルも測定対象に加えることで、

日本語能力の判定機会を増やす方法も考えられる。 
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④ 文化・社会理解の推進 

入国前後の生活オリエンテーションの充実、強化も不可欠であり、とりわけ

中長期の在留者が増加する中で重要性は高まっている。政府は、外国人が日本

の社会制度、生活ルール、マナー等を入国前から学ぶことができるよう、生活・

就労ガイドブックや生活オリエンテーション動画（2024 年３月配信開始）等を

多言語で提供している。引き続き、入国時において、これらのコンテンツの利

活用を促すよう、必要な周知を徹底すべきである22。 

他方で、これらのコンテンツの利活用状況や理解度を測る仕組みはなく、情

報提供にとどまっている。中長期的には、在留資格取得時や更新時の要件とし

て、オリエンテーション動画の視聴等やその理解度を帯同家族含めて測ること

を確認する仕組みを設けることを検討すべきである。 

また、地方自治体によっては、オリエンテーション動画等を独自に作成して

いる。一方で、社会保険制度や交通ルール等、全国で共通する基本的な項目は、

国の提供しているコンテンツと重複しているケースもみられる。全国共通の項

目については、国のコンテンツを活用し、各地方自治体は、地域の実情を踏ま

えて必要な項目を追加できる設計とすることで、地方自治体の負担軽減を図っ

ていくことが求められる。 

 

（３）ライフコース全般を見据えた政策形成、相談体制の拡充 

有為な外国人が日本で中長期的に活躍できる環境を整備していくためには、

関係省庁、地方自治体、関係団体、企業等が一体となり、切れ目のない支援体

制を構築することが不可欠である。 

政府は、関係機関の支援体制を一元化するため、2020 年７月に「外国人在留

支援センター（ＦＲＥＳＣ）」を設置した。ＦＲＥＳＣにおける相談件数は年々

増加し、2024 年７月までの累計で 51 万件を超える等、一定の成果を挙げてい

 
22 「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」では、動画の視聴数をＫＰＩと

して掲げており（2026 年度までに累計視聴回数 150万回）、本年 11 月６日時点で、約 54

万回再生されている。 
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る。一方で、2024 年度の出入国在留管理庁の調査23によれば、９割弱の外国人

がＦＲＥＳＣの存在を知らないと回答しており、利用者は依然として限定的で

ある。 

今後は、ＦＲＥＳＣの機能をより多くの外国人が活用でき、相談体制の地域

間格差を解消していくことが求められる。国は、デジタル活用による利便性の

向上とともに、地方出入国在留管理官署等の拠点をベースにＦＲＥＳＣ機能の

地方部への展開ができるよう、必要な財政的支援措置を講じるべきである24。 

また、国は地方自治体に対し、外国人受入環境整備交付金により、情報提供・

相談を多言語で行う一元的相談窓口の設置・運営を支援している。他方で、基

礎自治体における交付限度額は外国人住民数が 5,000 人以上（1,000 万円）で

頭打ちとなっている。住民基本台帳25によれば、すでに外国人住民数が 5,000 人

を超える基礎自治体は約 150、１万人を超える基礎自治体は約 70 存在している

（図表 10）。在留外国人が急速に増加しているなかにおいては、外国人住民数

の多い地方自治体における交付限度額の引上げ等を検討すべきである。 

 

  

 
23 出入国在留管理庁「令和６年度在留外国人に対する基礎調査」より。 
24 ＦＲＥＳＣを参考にした展開事例としては、横浜みなとみらい地区「Y-FORA」と福岡県

「FUKUOKA IS OPEN センター」がある。また、各地で合同相談会の開催等も実施している

ものの、常設の動きには至っていない。 
25 総務省「令和 7 年 1 月 1 日住民基本台帳人口・世帯数、令和 6 年（1 月 1 日から同年 12

月 31 日まで）人口動態（市区町村別）（総計）」より。 
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【図表 10：外国人住民数が 5,000 人を超える基礎自治体】 

 

（出所）総務省「令和 7 年 1 月 1 日住民基本台帳人口・世帯数、令和 6 年（1 月 1 日から同年

12 月 31 日まで）人口動態（市区町村別）（総計）」より経団連事務局作成 

 

（４）国によるＫＰＩの設定と地方自治体の好事例の横展開 

社会統合施策を効果的に推進していくためには、国が交付金や補助金等26に

よる支援措置を地方自治体に対して適切に講じていくことが不可欠である。そ

の上で、住民に最も身近な行政主体である基礎自治体の施策については、国が

成果指標に基づく統一的なＫＰＩを設定し、ＰＤＣＡを回しながら取組状況を

定量的に把握、可視化していくことが重要である。 

また、国は基礎自治体ごとの取り組み状況を比較できる形で見える化し、Ｋ

ＰＩの達成状況に応じて交付金を増額する等のインセンティブ措置を図ること

を検討すべきである。優良な取り組み事例については、地域の実情を踏まえて

横展開していくことが期待される。なお、外国人住民数が多いものの、社会統

合施策のリソースが不足する規模の小さな基礎自治体については、広域自治体

である都道府県が補完的な役割を果たすことを明確化することで、地域間格差

の是正を図るべきである。 

ＫＰＩの具体的な項目としては、総務省の「地域における多文化共生推進プ

 
26 具体的には、国は外国人受入環境整備交付金や新しい地方経済・生活環境創生交付金

（第２世代交付金）における共生社会推進にかかる事業等が挙げられる。 
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ラン」27で示されている具体的な施策28が参考となり、相談窓口における解決・

伴走支援に至った割合、日本語教育の水準や文化・慣習への理解増進を含む生

活オリエンテーションの受講率・修了率、不就学の把握率・解消率、社会保険

料納付、防災訓練の参加率等を質的に測っていくことが考えられる。 

また、総務省では、「地域における多文化共生推進プラン」に基づき、2024 年

度に各地方自治体の取り組み状況を網羅的に調査した。こうした実態調査等の

改善を図りながら、各地域の社会統合に向けた取り組みを定点観測し、エビデ

ンスを把握していくことが求められる。 

 

（５）永住許可要件の見直し 

2025 年６月末時点で、永住者は 93.2 万人となり、在留資格のなかで最も多

い区分（全体の 23.6％）となっている。2024 年６月の入管法改正では、永住許

可制度の適正化を図り、永住許可後に要件を満たさなくなった場合等において、

永住許可の取消を行うことが可能となった。 

日本の永住許可に必要な在留期間は原則 10 年である29が、取消事由の追加に

よる制度の厳格性向上とあわせて、永住許可取得までの在留期間の要件につい

ては、国際的な動向も鑑みつつ、人材獲得競争の相手国となる諸外国との競争

環境のイコールフッティングの観点を含めて適宜検討すべきである30。 

また、制度の適正化にあたっては、中長期的な社会統合の観点を考慮するこ

 
27 総務省では、2006 年に、地方自治体における多文化共生の推進に係る指針・計画の策定

に資するため、「地域における多文化共生推進プラン」を策定。その後、外国人住民の増加・

多国籍化、在留資格「特定技能」の創設、多様性･包摂性のある社会実現の動き、デジタル

化の進展、気象災害の激甚等、多文化共生施策を取り巻く社会経済情勢は大きく変化して

いることを踏まえ、2020 年に改訂。 
28 コミュニケーション支援（行政・生活情報の多言語化、日本語教育の推進等）や生活支

援（教育機会の確保、災害時の支援体制整備等）等 
29 現行制度において、外国人が永住許可を取得するためには、原則として引き続き 10 年

以上本邦に在留していることが要件（このうち、就労資格（在留資格「技能実習」及び「特

定技能 1 号」を除く。）又は・居住資格をもって引き続き 5 年以上在留している必要）とな

っている。 
30 すでに「高度専門職」において、70 点以上のポイントで高度外国人材として認められた

者の永住許可申請に要する在留期間は３年、80 点以上のポイントで１年といった特例が設

けられている。 
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とが欠かせない。今後は新たな育成就労制度から特定技能２号への移行までを

見据えた外国人が増加していくことが見込まれる。中長期での在留が見込まれ

る「特定技能２号」や「定住者」、その帯同家族の在留資格が、永住許可を取得

する場合には、日本語能力や日本社会・文化への理解度を測る仕組みを要件化

することを検討すべきである。 

 

３．ＤＸ等による出入国在留管理の徹底、体制強化 

デジタル技術の徹底活用による出入国在留管理の効率化・円滑化は、外国人

本人の利便性向上にとどまらず、効率的な審査等による行政コストや企業の負

担削減等に寄与する。政府は、すでに在留カードとマイナンバーカードの一体

化31や電子渡航認証システム（ＪＥＳＴＡ）の早期導入32を図るなど、出入国在

留管理におけるＤＸを着実に進めている。 

他方で、在留資格に関するオンライン申請率のＫＰＩ設定は 2025年度で 30％

33であり、実際のオンライン申請率はこれよりも低い状況であることが伺える。

オンライン申請の拡大に向けては、利用者に対してメリットを明確に示すこと

が重要である。窓口申請に比べて、オンライン申請の審査処理期間を短縮する

ことや手数料を軽減する等、具体的な優遇措置を講じた上で周知徹底を図るべ

きである。 

併せて、ＡＩも活用したデータ連携を行い、リスクベースでのスクリーニン

グを行うことが求められる。これにより、適切な申請者については、審査の迅

速化・自動化、提出書類の削減等を進める一方、悪質・高リスクの申請者につ

 
31 在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」を交付し、手続をワ

ンストップ化することにより、我が国に在留する外国人の利便性向上と、行政運営の効率

化を図ることとしている。入管法等改正法公布日（2024 年６月２１日）から起算して２年

以内に施行される予定。 
32 来日を希望する外国人（観光などの短期滞在を目的とした査証免除国・地域の者等を想

定）について、渡航前に、入管庁に対して渡航目的や滞在先等の情報を提供させ、事前に

チェックを行うシステム。訪日外国人旅行者数を 2030 年までに 6,000 万人とする政府目

標を踏まえ、急増する訪日外国人旅行者数に対応するため、2028 年度中の前倒し導入を目

指す。 
33 デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（2025 年６月 13 日）より。 



 

 

22 

いては重点審査を徹底するメリハリのある審査体制が確立でき、入管職員の負

担軽減にも資する。 

さらに、将来的には、搭乗手続から検疫・税関・出入国審査に至るプロセス

全体の自動化・省人化が期待される。そのためには、民間航空事業者とのデー

タ連携も進めていく必要がある。 

併せて、ＪＥＳＴＡ利用時や在留諸申請に係る手数料収入については、入管

職員の事務効率化や処遇改善、職場環境の改善等、出入国在留管理体制の強化

に重点的に活用することで、審査処理期間の短期化や出入国在留管理業務の質

の向上を実現していくべきである。 

 

４．実態調査によるエビデンスの把握 

在留資格制度の適正な運用は、日本の出入国在留管理行政の信頼性を確保し、

有為な人材が活躍できる環境の整備や国民理解を醸成する上で不可欠である。

政府は、「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」など一部の在留資格に

おいて、本来の趣旨とは異なる形で在留資格を取得している事例が見られると

指摘している。 

こうした不適切な運用を迅速に是正することは、在留管理の適正化の観点か

ら必要である。一方で、制度の本来の趣旨に沿って活躍する外国人や、適正に

受入れている企業が不利益を被ることは避ける必要がある。 

国は実態調査を通じてエビデンスを的確に把握した上で丁寧かつ迅速な政策

形成を行うことが求められる。とりわけ、現行の在留資格の要件で不適切な事

案が確認できた場合、罰則の強化や在留資格の取消し等の厳正な措置を講じる

ことで、制度の公平性を確保すべきである。その上で、在留資格の要件が昨今

の経済社会の変化を十分に反映できていなければ、真に必要な要件等に限って

見直すことを検討すべきである。こうした対応により、在留資格制度への信頼

を高め、質を十分に担保した受入れ環境を整備していくことが求められる。 
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Ⅳ．有為な外国人に選ばれるための制度整備（各在留資格における施策） 

ＪＩＣＡの試算によれば、政府の目標ＧＤＰ到達のためには、現行の受入れ

方式において、2030 年で約 77 万人、2040 年で約 97 万人の外国人労働者が不

足すると見込まれている（図表 11）。 

国際的な人材獲得競争が激化するなか、わが国の産業競争力を強化していく

ためには、日本が有為な人材から「選ばれる国」となる必要がある。内外の多

様な人材の活躍を推進する中で、外国人材を戦略的に誘致していくことができ

るかが、日本の成長力や社会の活力を大きく左右する。 

多様性をイノベーションにつなげる高度人材の獲得、地方部を含め深刻化す

る労働力不足を解消する現場人材の受入れ、そして将来の有為な人材となりう

る優秀な留学生の誘致・定着など、在留資格や直面する課題ごとに必要な施策

は異なる。 

 

【図表 11：2040 年の外国人労働者の需要】 

 

（出所）ＪＩＣＡ緒方貞子平和開発研究所「2030/40 年の外国人との共生社会の実現に向けた

調査研究：将来の外国人の受入れに関するシミュレーション（需給推計 2024 年更新

版）」より経団連事務局作成 
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１．高度人材34 

日本では、1999 年８月に閣議決定された「第９次雇用対策基本計画」におい

て、「専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進する」方

針を掲げて以降、高度外国人材の受入れ拡大に取り組んできた。 

この間、高度人材ポイント制や J-Skip（特別高度人材制度）、J-Find（未来創

造人材制度）の創設、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の運用の明確化

等が進み、高度外国人材の受入れは着実に拡大している。出入国在留管理庁の

在留外国人統計によると、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は 2013 年末

35に 115,357 人であったが、2024 年末時点で約 3.6 倍の 418,706 人となってお

り、高度専門職も 28,708 人となっている。 

一方で、高度人材ポイント制の導入から 10 年以上が経過し、この間も国際的

な人材獲得競争は一層激化している。ＯＥＣＤの「Talent Attractiveness 2023」

によれば、日本の魅力度の順位は、高学歴労働者、外国人起業家、スタートア

ップ創業者にとって、国際比較で低位となっている（図表 12）。また、国際比

較での賃金水準をみると、日本はＧ７の中で最下位であり、ＯＥＣＤ平均より

低いことも魅力度の低下につながっている可能性がある（図表 13）。 

イノベーションの源泉となる高度外国人材を確保するためには、わが国の産

業構造の転換や競争力の強化を支えるデジタル人材やスタートアップ振興に資

する人材等、ターゲットを定めて戦略的に誘致を進める必要がある。 

 

  

 
34 ここでは、「高度専門職」、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を取得している大

学卒のいわゆるホワイトカラー層を主に対象とする。 
35 「技術」と「人文知識・国際業務」の合計数。 
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【図表 12：ＯＥＣＤ調査によるグループ別魅力度ランキング】 

 
※７つの側面（機会の質、所得と税、将来の見通し、家族の環境、スキルを巡る環境、包摂性、

生活の質）から成り、４つのグループ別に計 23-25 の変数を設定。高学歴労働者、起業家は

38 か国中、留学生は 37 か国中、スタートアップ創業者は 24 か国中の順位。 

（出所）ＯＥＣＤ「Talent Attractiveness 2023」より経団連事務局作成 

 

【図表 13：主要先進国平均年収】 

 

（出所）ＯＥＣＤデータより経団連事務局作成 

 

（１）時代の変化に対応した在留資格要件の見直し、手続のさらなる円滑化 

高度人材を受入れるための在留資格の要件は、経済社会が急速に変化する昨

今の状況を踏まえて不断に見直していく必要がある。この対応に遅れることと



 

 

26 

なれば、真に誘致すべき人材を惹きつけられないだけでなく、制度の抜け穴を

衝いた在留資格の不適切な運用を許すリスクが生じる。 

2012 年の高度人材ポイント制の運用開始以降、ポイント計算にかかる基本項

目（学歴・職歴・年収・年齢）の見直し等は行われておらず、最低年収基準は

300 万円と低い水準（日本の平均年収は 478 万円36）のままとなっている。近年

の賃金上昇や諸外国の制度をベンチマーキングした最低年収水準の引上げや年

収帯の配点の見直し等を検討すべきである。 

また、高度人材を積極的に受入れていくという政府方針を踏まえ、高度人材

の審査処理にリソースを割くことも必要である。たとえば、ポイント制による

出入国在留管理上の優遇措置のある「高度専門職」は、標準処理期間が他の在

留資格に比べて認定は 10 日、更新・変更は５日と短期化されている。しかし、

「高度専門職」の実際の審査処理期間は標準処理期間を大きく上回る状況とな

っている（図表 14）。審査の複雑化や長期化を招いている要因の一つには、特

別加算項目が積み重なっていることが挙げられる。実効性の低い加算項目と時

代の変化に応じて真に誘致すべき分野への加算項目の配点にメリハリをつける

とともに、活用実績の小さい項目について、廃止も含めた検討をすべきである。 

 

【図表 14：主な就労資格の審査処理期間の推移】 

（注）在留期間更新許可申請及び在留資格変更許可申請に係る日数については、「審査終了ま

での日数」をさす。赤字は標準処理期間を超過した処分（審査終了）までの日数をさす。 

（出所）出入国在留管理庁「在留審査処理期間」より経団連事務局作成 

 

 
36 国税庁「令和 6 年分民間給与実態統計調査」における 1 年を通じて勤務した給与所得者

の平均給与。 
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（２）スタートアップ振興 

外国人起業家の誘致を含めたスタートアップ支援は、政府の成長戦略37の一

つとして位置づけられており、わが国のイノベーションの創出と社会課題の解

決の原動力である。スタートアップ振興に資する起業家を高度人材として積極

的に呼び込み、わが国におけるスタートアップの裾野を広げていく必要がある。 

政府はこれまで、外国人の起業準備活動を可能とするスタートアップビザの

拡充や J-Find（未来創造人材制度）、ポイント制によらず一定の学歴・職歴・

年収で「高度専門職」を付与する J-Skip（特別高度人材制度）の創設を行って

きた。まずは、これらの制度について、国内外で戦略的な広報を展開していく

ことが求められる。併せて、スタートアップビザや J-Find（未来創造人材制度）

により「特定活動」を取得した後は、移行先となる在留資格との接続性を特例

も含めて高めていくべきである。 

 

（３）多様な家族関係への対応 

高度人材の受入れ拡大にあたっては、帯同家族の在留に関わる予見可能性と

安定性を確保することが不可欠である。近年、ライフスタイルや結婚観の多様

化が進む中、日本の婚姻・家族制度を基にした現行の在留制度は、事実婚や同

性婚のケース等に十分に対応できていないといった指摘がある。日本社会の基

本的価値観の共有を前提としつつも、多様な価値観、家族形態を包摂し、日本

が有為な人材から「選ばれる」要素の一つとしていくことも重要である。 

 

２．留学 

留学生は高度外国人材確保の有力な手段である。優秀な留学生の誘致から卒

業後の国内での就職や起業、そして定着まで、より面的な施策を展開する必要

がある。ＯＥＣＤによるグループ別魅力度調査（Talent Attractiveness 2023）

 
37 骨太方針（経済財政運営と改革の基本方針 2025）（2025 年６月１３日閣議決定）におい

て、『「スタートアップ育成５か年計画」に基づく取組を推進する。 アントレプレナーシッ

プ教育の充実、起業家の海外派遣・誘致・育成、海外への発信強化に取り組む』こととし

ている。 
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においても、留学生からみた日本の魅力度の順位は国際比較で上位に位置して

いる（図表 12 参照）。他方で、大学院・大学等の高等教育機関を卒業した外国

人留学生の国内就職率は、38.1％（2023 年度）38と、2033 年までに 60％とする

政府目標39からは乖離している（図表 15）。 

こうした中、政府は J-Find（未来創造人材制度）により就職活動や起業準備

活動を目的に在留資格「特定活動」を付与し、最長で２年間の在留を可能とし

ている。他方で、対象となる大学は世界大学ランキングに基づいているため、

国内の対象大学は東京大学、京都大学のみとなっている。外国人留学生の就職

活動支援・定着の観点からは、本制度について、たとえば、国際卓越研究大学

等の成績上位者に限って、国内の対象大学を拡大する等の柔軟な措置を検討す

べきである。 

また、留学生の出身国はアジア地域が９割以上と地域的な偏りがみられる。

研究・教育現場・就職先での多様性を確保していくためにも、引き続きより幅

広い国・地域からの戦略的誘致を行うことが欠かせない40。 

 

【図表 15：在学段階別進路状況】 

（出所）独立行政法人日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）「2023（令和５）年度外国人留学生進

路状況調査結果」より経団連事務局作成 

 
38 独立行政法人日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）「外国人留学生進路状況調査結果」より。 
39 内閣府「対日直接投資促進プログラム 2025」（2025 年６月対日直接投資推進会議決定）

より。 
40 経団連「2040 年を見据えた教育改革～個の主体性を活かし持続可能な未来を築く～」

（2025 年２月）において、優秀な外国人材の戦略的誘致や外国人留学生の積極採用、大

学等の国際化の推進等について提言。 
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３．現場人材 

日本では、専門的・技術的分野以外の外国人労働者については、「国民のコン

センサスを踏まえつつ、十分慎重に対応」していく方針を示している。他方で、

人手不足の深刻化もあいまって、特定技能や技能実習等の在留外国人は急速に

増加しており、日本の経済社会の重要な担い手となっている実情がある。 

こうした状況も踏まえ、2024 年６月の入管法等の改正では、人材育成を通じ

た国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、人権保護を適切に図

りつつ、人材確保と人材育成を目的とした育成就労制度を新たに創設した。さ

らに、育成就労制度と特定技能制度の連続性を持たせることで、外国人が就労

を通じて技能を段階的に高め、有為な人材が将来的には家族帯同や永住の申請

が可能な特定技能２号へと移行できるわかりやすい制度の構築を目指している

（図表 16）。 

2025 年３月には、特定技能制度及び育成就労制度の基本方針（以降、「基本

方針」）が閣議決定41され、現在、政府において両制度の詳細な制度設計が行わ

れている42。国際社会では、ビジネスと人権が一層重視されつつあるなか、今後

はこうした政府の改革が実効性あるものとなるよう注視していく必要がある。 

  

 
41 2025 年３月 11 日に「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成

就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針」を閣議決定。 
42 2024 年 12 月に「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の下、「特定技能制度

及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」を設置。 
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【図表 16：育成就労制度創設による制度見直しのイメージ】 

 

（出所）出入国在留管理庁、厚生労働省各種資料より経団連事務局作成 

（１）特定技能 

2019 年４月に制度運用を開始した特定技能制度は、生産性向上や国内人材の

確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難である産業分

野（以下、「特定産業分野」）において、即戦力となる外国人を受入れる仕組み

を構築することを目的としている。2025 年 6 月末時点で 1 号特定技能外国人は

33 万 3,123 人、2 号は 3,073 人と、いずれも過去最高を更新している43。 

一方で、急速な受入れの拡大に伴い、制度趣旨に沿った運用の適正化、手続

の迅速化等の措置を講じていくことが課題である。 

 

① 制度の透明性の確保（受入れ対象分野、受入れ見込数） 

特定技能制度と育成就労制度は、分野別運用方針において５年ごとの受入れ見

込数を示すこととしている。2019 年４月の特定技能制度の開始当初、特定産業

 
43 出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況（令和７年６月末）」等より。 
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分野は 12 分野、受入れ見込数は 345,150 人であったが、2024 年３月に新たに

自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の４分野を追加し、受入れ見込数は約 2.4

倍の 820,000 人となった。さらに、政府では現在、分野のさらなる追加と受入

れ見込数の設定の議論が行われている。 

地方部を中心に各産業の人手不足が急速に深刻化するなか、現場人材の受入

れ分野と受入れ見込数は、経済社会の変化に応じて柔軟に見直していく必要が

ある。他方で、見直しにあたっては、制度の透明性を確保し、国民の納得を得

ながら検討していく必要がある44。具体的には、特定技能制度と育成就労制度の

分野別運用方針において、生産性向上や国内人材確保のための取り組み、受入

れの必要性等を客観的な指標を用いて示すことが求められる。分野別運用方針

の検討にあたっては、受入れの必要性や受入れ見込数を分野横断的に議論すべ

きである。 

 

② 真に生産性向上につながる制度設計 

特定技能制度は、継続的な生産性向上等の取り組みを通じて、業界全体が魅

力的となるよう自助努力を促すような制度設計とすることが求められる。こう

した観点から、特定産業分野ごとの実情に応じた上乗せ基準を設定し、受入れ

機関（雇用主）が安易に「安い労働力」として依存できない設計・運用として

いくことが不可欠である。 

上乗せ基準の検討にあたっては、制度趣旨に鑑み、継続的な生産性向上や人

材育成、労働安全衛生の徹底等に資するかどうかを判断していく必要がある。

たとえば、ＤＸ投資等による生産性向上に業界として取り組む場合、システム

 
44 基本方針では、受入れ見込数は、大きな経済情勢の変化が生じない限り、「特定技能１

号」ならびに育成就労外国人の受入れの上限として運用することとしており、この設定に

あたっては、客観的な指標等に基づいて示さなければならないこととしている。また、「生

産性向上のための取組や国内人材の確保を行ってもなお当該分野における人手不足が深

刻であり、当該分野の存続・発展のために外国人の受入れが必要であることを有効求人倍

率、雇用動向調査その他の公的統計又は業界団体を通じた所属企業への調査等の客観的な

指標等により具体的に示す」こととしており、受入れ見込数は、「人手不足の見込数と比較

して過大でないことを示さなければならない」としている。 
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の導入のみを上乗せ基準とした場合、それ以降の生産性向上への投資継続を担

保しづらい。導入後も継続的な生産性向上に向けた投資を促しうるような基準

の検討が求められる。併せて、国は継続的な生産性向上に取り組む業界に対し

て、必要な支援措置を講じていくべきである。 

 

③ 特定技能２号の適正化と質と人数のコントロールのあり方 

外国人の受入れは、あるべき社会像を見据えて、質と人数の両面で十分にコ

ントロールされた秩序あるものとしていく必要がある。育成就労制度と特定技

能制度では、人数は受入れ見込数でコントロールし、質は技能試験や日本語能

力試験等で担保を図っている。 

他方で、とりわけ特定技能２号評価試験の合格率は、低い分野で約１割、高

い分野で約９割と、分野間で大きな乖離がみられる（図表 17）。特定技能２号

への移行者は年々増加しており、将来的な永住申請も可能な在留資格である。

受入れる外国人の質を十分に担保する観点から、分野横断的に技能の質を明確

化し、評価の公平性・透明性を高めていくべきである。その際は、国家検定制

度として確立されている技能検定の合格を移行の要件とする特定産業分野を参

考に、基準の適正化を図っていくべきである。 
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【図表 17：特定技能制度の技能試験の合格率】 

 
(注１） 受験者数・合格者数には、2025 年６月末までに実施し、令和 2025 年７月末までに結

果が公表された技能試験及び日本語試験を計上（2025 年７月末時点で速報値を更新）。 

(注２）特定技能１号外国人の「第 37 回介護福祉士国家試験」の合格率は 33.3％（受験者数

4,932 人、合格者数 1,643 人）。 

（出所）出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況（令和７年６月末）」、厚生労働省「介護福

祉士国家試験の受験者・合格者・合格率の推移」より経団連事務局作成 

なお、政府は、育成就労と特定技能以外の在留資格においても、一定の受入

れ上限数の設定を検討する可能性もあることを示唆している45。質と人数の両

面で十分にコントロールする必要があるとの観点からは、こうした議論を深め

ていくこと自体は意義がある。 

他方で、国際的な人材獲得競争が激化しているなかで、「経営・管理」や「技

術・人文知識・国際業務」を含め、適切な形での在留資格の確認と運用を前提

にすれば、こうした高度人材が受入れられなくなるほど来日することは想定し

難い。 

まずは、適切な在留資格の運用を徹底し、とりわけ、現場人材については、

技能や日本語能力等を適切に測る制度設計により質の担保を図ることが課題で

 
45 2025 年８月に公表した法務大臣勉強会の「外国人の受入れの基本的な在り方の検討の

ための論点整理」において、「仮に「特定技能」や「育成就労」の在留資格以外の在留資格

の外国人について も 一定の受入れ上限数等を設定する（在留外国人数の極端な増加によ

り社会との摩擦が許容度を超える兆候が見えた場合に時限的に受入れ制限を行うような

サーキットブレイカー的な時限的総量規制等）とした場合に出入国及び在留管理に与える

影響等を検討することが必要と考えられる」との見解を示した。 
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ある。 

 

（２）育成就労 

① 優良な受入れ機関へのインセンティブ設計 

育成就労制度を真に人権保護を図りつつ、外国人の技能向上や定着を促進し

ていく仕組みとするためには、悪質な受入れ機関を淘汰し、優良な受入れ機関

のみが残る制度設計を行う必要がある。 

優良な受入れ機関については、受入れ可能人数の拡大や各種申請書の簡素化、

届出の頻度軽減等のインセンティブを付与し、受入れ機関の自助努力を促して

いくべきである。優良認定となる基準については、単に技能の修得実績だけを

考慮するのではなく、外国人の待遇や相談・支援体制、日本語能力の到達度、

人権保護の取り組み、労働安全衛生の実効性等を測る項目を設けることが望ま

しい。また、優良認定の基準は定期的に見直し、制度全体の質の向上につなげ

るべきである。 

 

② サプライチェーン上のビジネスと人権の推進、送出機関・監理支援機関の適正化 

経済のグローバル化に伴い、国境を越えた企業活動が拡大し、企業活動が人

権に及ぼす影響が広く認識されている。また、世界的に影響力を持つ企業がサ

プライチェーン上の人権保護を取引条件とするなど、ＥＳＧ投資を含め、企業

の人権に対する企業の責任をめぐる国際的な動きは活発化している。制度等の

見直しにあたっては、諸外国から見せかけの改革と捉えられないよう、国際社

会の評価も踏まえながら慎重に進める必要がある。 

育成就労制度においては、外国人の人権を一層保護する観点から、本人意向

の転籍を認めた。また、現行の技能実習よりも幅広く体系的な能力を習得でき

るよう、業務区分を広く設定した。 

こうした中、同一の業務区分内であっても、経済社会の変化に伴い、求めら

れる技能が変化する場合がある。実際、政府においても、デジタル化の進展等

に伴い、同一の業務区分内でも技能が明らかに異なる等の理由から、業務区分
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を切り分ける検討が行われている。他方で、業務区分を切り分ければ、これま

での業務区分よりも転籍範囲が狭くなるため、人権保護の観点からは慎重な検

討が必要である。 

まずは、切り分けを行う業務区分において、必要な技能が異なることを示し、

転籍制限を目的とした切り分けでないことを明らかにすべきである。併せて、

現状においても、切り分け後の業務区分間での転籍がほとんど行われていない

かも確認する必要がある。 

仮に転籍制限を目的とする切り分けと判断された業務区分については、受入

れ機関の自助努力で労働環境・待遇を改善し、魅力的な業界となるためのイン

センティブ設計を行うことが求められる。 

また、育成就労制度においては、送出機関や監理支援機関の適正化が制度の

信頼性の要となる。国は、主要な送出国とのＭＯＣを早期に締結していくこと

が求められる。 

加えて、送出費用や送出ルートの適正化・透明化も欠かせない。現行制度で

は、外国人が送出機関に支払う費用を、外国人が日本で受け取る月給の２ヶ月

分までと定めている。他方で、職業紹介手数料等を労働者に負担させることは、

ＩＬＯ条約46に基づき日本では禁止されている。育成就労外国人が職業紹介手

数料の負担を容認する制度設計となっている点については、ビジネスと人権の

観点から引き続きの見直しが求められる。たとえば、こうした制度設計が、Ｅ

Ｕの強制労働産品の排除に関する規制として指定されれば、日本産品の輸入制

限にもつながり得るといったリスクも考慮する必要がある。 

また、外国人が送り出し機関に支払う手数料をゼロとしている優良な受入れ

事業者を増やすインセンティブ設計も不可欠である（コラム１参照）。 

さらに、業界ごとに人材育成や生産性向上、日本語教育、ネットワークの構

築等に資するプラットフォームづくりも欠かせない。国はこうした業界ごとの

取り組みを後押しするとともに、必要な支援を講じていくべきである。 

 
46 ＩＬＯ第 181 号条約において、民間職業紹介事業所による求職者本人からの手数料徴収

については、原則として禁止している。 
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コラム１：送出機関・監理支援機関の適正化に向けた民間の取り組み  

受入事業者による適正な送出機関の選定を支援するため、公益法人等の民間

による取り組みを活用することが期待される。たとえば、国際人材協力機構（Ｊ

ＩＴＣＯ）は多くの送出国政府機関と連携し、各国の送出制度や送出機関の情

報の監理団体等への提供や、送出機関と監理団体等とのマッチングセミナーを

開催している。こうした取り組みを通じて、優良な送出機関の見える化を図っ

ていくことが重要である。 

また、ＲＢＡ（Responsible Business Alliance）や公正で倫理的なリクルー

トＦＥＲＩ（JP-MIRAI）等の枠組みを活用して、外国人が送り出し機関に支払

う手数料をゼロとしている受入れ事業者については、優良認定を受けやすくす

ることが考えられる。 

③ 育成就労から特定技能への移行の円滑化 

育成就労から特定技能への接続性の向上に伴い、制度間を円滑に移行するた

めの体制整備の強化が求められる。今般の入管法等改正に伴い、これまで技能

実習生の支援の役割を担ってきた「外国人技能実習機構（ＯＴＩＴ）」は、「外

国人育成就労機構」として、育成就労外国人の転籍支援や１号特定技能外国人

への相談援助業務も担うこととなる。 

制度の実効性を担保するため、外国人育成就労機構等は技能実習制度で培っ

た相談支援業務等のノウハウやネットワークを最大限活用し、転籍や相談支援

を迅速に提供できる体制を整備すべきである。国はこうした体制整備に必要な

人員配置や連携等に対して必要な支援を行い、機構等の役割を外国人や受入れ

機関等に積極的に周知していくことが求められる。 

また、監理支援機関が適切な役割を果たすための公益法人の活用を含めた体

制整備も重要である。とくに、育成就労制度では、就労開始までに日本語能力

Ａ１相当以上の試験合格か、それに相当する日本語講習の受講が義務化される。

監理支援機関による日本語講習にあたっては、こうした団体を活用した登録日

本語教員の紹介・派遣を行う仕組みの構築も有効である。また、監理支援機関

の外部監査を行う体制を質およびリソースの両面で整備する観点から、育成就



 

 

37 

労の知見を有する公益法人等による外部監査の活用も行うべきである。 

併せて、外国人育成就労機構における各種申請・届出のオンライン化や関連

業務の電子決裁化を所管省庁と連携しながら着実に進めていくべきである。電

子申請システムの導入は、申請者の利便性の向上のほか、重複する書類の提出

を軽減等による機構の事務作業の効率化に資する。これにより、不適切事例の

監査や書類を保管するためのコストが軽減でき、真に必要な業務にリソースを

割くことが可能となる。 

また、2027 年４月の育成就労制度の開始前から監理支援機関の許可等の事前

申請が開始される。こうした移行期間においても、国は機構の人員を含めたリ

ソースの確保やシステムの構築に向けた支援措置を講じるべきである。 

 

Ⅴ．企業の果たすべき役割 

中長期的な社会統合を実現していく上で、企業は受入れ主体としてのみなら

ず、地域社会の構成員としての責務を担っている。 

企業は受入れている外国人や帯同家族に対して、日本語習得の支援や文化・

慣習への理解促進を図るべく、研修機会や地方自治体等のセミナー等に関する

情報提供を積極的に行っていく必要がある。また、日本人従業員やその家族に

対しても、多文化理解の促進や「やさしい日本語」の習得機会を提供していく

ことが期待される。その際、一部の地方自治体からは、外国人住民の勤務先と

居住場所の地方自治体が異なり、帯同家族を含めて適切な支援のアプローチが

できていないといった課題が指摘されている。企業もこうした地方自治体の課

題も考慮し、受入れている外国人への適切な情報提供を行うことが欠かせない。 

また、日本が有為な人材から「選ばれる国」となるためには、企業において

も、労働者のエンゲージメント向上に向けた就労環境の改善等が不可欠である。

報酬水準の引き上げも含めた処遇体系や休暇等福利厚生制度の見直し、現場に

おける多言語対応等の社内インフラや労働安全衛生環境の整備等が求められる。 

加えて、多様な人材が自らのスキルを最大限発揮できるよう、雇用慣行のさ

らなる見直しも必要である。能力や成果に応じた透明性の高い評価基準の整備
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や、ジョブディスクリプション・キャリアパスの明確化等も進めていくべきで

ある。 

さらに、人材の還流によるネットワークの強化も重要である。人材の掘り起

こしを念頭に、帰国後の活躍支援や海外勤務経験者とのＯＢ・ＯＧネットワー

クを構築し、グローバル市場における日本の存在感を高めていく視点も欠かせ

ない。 

経済界としても、行政、ＮＰＯ／ＮＧＯ、教育・医療機関、地域コミュニテ

ィといった多様なステークホルダーとの連携を強化し、地域全体で帯同家族を

含めた外国人を包括的に支えるネットワークの構築を主導できるよう、機運醸

成を図っていく47。これらの取り組みを通じて、受入れる外国人の日本社会への

適応を促進することで、産業競争力の強化と中長期的な社会統合を図り、有為

な人材から「選ばれる国」となることを目指す。 

 

コラム２：好事例の取り組み  

（１）日本語教育の好事例と企業の連携―認定 NPO法人プラス・エデュケート 

愛知県は、日本語指導が必要な児童生徒数が全国最多であり、他地域に比べ

て、日本語指導の課題への対応が先進的に求められている。 

この課題に向き合うのが、認定 NPO 法人プラス・エデュケートである。同法

人は愛知県豊明市等からの委託事業により、来日直後の日本語指導が必要な児

童・生徒を対象に、「日本語初期指導教室」を展開している。これは、通常授業

に代わり、独自の教材や指導方法により３か月で日常会話レベルまで話せるよ

うにすることを目指す。また、放課後は外国人が集住する公営住宅内で放課後

学習支援教室を展開し、小学生から高校生までの学習を支援している。 

こうした活動を支えるのは地域企業や財団による支援である。成長過程にあ

る子ども期に質の高い日本語教育を行い、その後のキャリア形成に対する支援

体制を整えることは、地域を支える人材育成に欠かせない。 

 
47 経団連は 2025 年２月、中部経済連合会とシンポジウム「外国人が活躍できる社会に向

けて」を名古屋市内で共催。 
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（２）企業・業界の取り組みの好事例 

①日本語習得支援 

➢ 社員寮での地域日本語教室の展開（自動車部品） 

➢ 試験の受験費用や遠方の受験会場までの交通費を補助（水産加工） 

➢ 独自の日本語検定を作成し、合格すれば賞与を支給する等、技能実習の段

階からのインセンティブを設計（自動車部品） 

②生活支援 

➢ 社内で日本語のほか、文化やマナーを教える機会を設けるほか、病院や役

所への付き添い等を支援（自動車部品、介護） 

③社内インフラ・環境改善 

➢ タブレット端末にマニュアルや写真等を表示しながら、話した言語が多言

語で表示されるシステムの導入（生産現場） 

④人事制度の見直し 

➢ 高度な金融・ＩＴ技術を持つ博士課程修了者を対象にしたジョブ型雇用制

度を導入。職務や役割、実績、市場評価に応じた報酬体系を採用（金融） 

➢ 独自の人事考課に基づき賞与を支給するインセンティブの構築（介護） 

⑤業界での取り組み 

➢ 鉄道技術の基礎知識の習得、特定技能評価試験合格に向けた研修プログラ

ムを提供。業界団体が受入れや研修のコーディネート等を実施（鉄道） 

➢ サプライチェーン強化に向けて、技能労働者教育・訓練施設を設置し、関

連会社で受入れる技能実習生への特別教育を実施（建設） 

➢ 日本語指導を行うボランティアを企業から募集（経済団体） 

⑥地域との連携 

➢ 地域イベントの積極的な案内・参加促進（水産加工） 

➢ 受入れ後、地域に定着できるよう、監理団体を通じた講習や地域文化体験

学習等の機会を提供（食品加工、監理団体） 
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Ⅵ．おわりに ― 残された課題 

本提言では、2030 年頃を見据えて必要な施策を示した。他方で、今後も人口

減少が進むなか、2030 年以降も在留外国人は増加の一途を辿ることが見込まれ

る。今後も息の長い取り組みが必要であり、ライフコース全体を考えた政策形

成に向けて、中長期的な課題も多く残されている。 

一つは、在留外国人の高齢化への備えである。現役世代のうちから、年金・

医療・介護等の社会保障制度への加入、保険料納付を徹底し、制度への適正な

アクセスを整備していく必要がある。同時に、医療機関・介護施設等の受け皿

の整備も課題となる。 

また、子どもの教育環境の整備も喫緊の課題である。外国籍の子どもへの教

育や生活支援を現状のボランティアへ依存する構造から脱却しなければ、持続

可能な受入れ環境の整備はできない。 

これまでの外国人政策は、問題が起きてから対処するという受け身の対応で

あった側面も否めない。現在直面する課題だけでなく、中長期に想定される課

題への対応を先送りすれば、却って行政コストが増大する可能性が高くなる。 

今後は、社会の分断を招かないよう、外国人政策に関する基本理念を基に能

動的に政策を推進していくことが求められる。そのためには、政治が強いリー

ダーシップを発揮できる体制の早急な整備が欠かせない。 

こうした推進体制の下で、有為な外国人が中長期的に日本で活躍できる環境

を国・地方自治体・企業・地域に根差した団体等の多様なステークホルダーが

一体となって整備し、成長と分配の好循環の基盤を形成していくことが求めら

れる。 

以 上 


